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市民の暮らしをサポート
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市役所A048－258－1110（大代表）
にこやか かわぐちくらしの情報

a日時・期間　h内容　b場所　c対象　d定員　e費用・料金　o持ち物　f申込・提出・応募　g問い合わせ　mEメール　i電話

令和元年6月3日～21日

g企画経営課
i048-259-7627　k048-257-1008

この調査は、川口市総合計画（まちづくり）が目指す将来都市像の達成に向けて、広く
市民の皆さんの声を聞き、各施策に反映させるために毎年行っています。

「住み続けたい」が
13年連続で
8割超！！

①都心に出やすい･･････････････････61.6％
②買い物など日常生活が便利である･･51.3％
③災害が少ない････････････････････27.9％

期間
郵送による送付、回収
方法

市内在住の18歳以上のかた対象

1,642人（32.8％）
有効回答数5,000人人数

川口市の良いところ・好きなところ

①グリーンセンター････････････････48.8％
②たたら祭り･･････････････････････35.6％
③川口総合文化センターリリア･･････30.9％

川口市の好きな場所、もの、行事

　調査結果の概要

9.5％

7.5％

住み続けたい

住み続け
たくない

無回答

市民意識調査

川口市の居住意向

結果発表

83.0％

住民基本台帳を
もとに無作為抽出（ 　 　  　 　 　 ）

調査結果の詳細は市ホームページ、
市政情報コーナー、図書館で公開
しています。

※小数第2位を
　四捨五入しています。

問い合わせ･･･納税課　i048-259-7949　k048-259-4541
　　　　　　 国保収納課　i048-259-7671　k048-254-2282
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滞
納

ス
ト
ッ
プ
！

　
地
方
税
法
で
は
、
税
金
を
滞
納
し
た
場
合
は
、

財
産
を
差
し
押
さ
え
、
処
分
す
る
こ
と
に
よ
り

徴
収
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
差
し
押
さ
え
を
受
け
る
と
、
所
有
す
る

財
産
の
処
分
が
自
由
に
で
き
な
く
な
り
、
市
が

そ
の
権
利
を
得
て
、
税
金
に
充
当
し
ま
す
。
市

が
差
し
押
さ
え
る
財
産
は
、
主
に
次
の
よ
う
な

も
の
で
す
。

●
給
与
・
賞
与
・
年
金
　
　
●
売
掛
金

●
預
貯
金
・
生
命
保
険
　
　
●
不
動
産

●
自
動
車
　
●
捜
索
で
発
見
さ
れ
た
動
産

　
特
別
な
事
情
が
あ
り
、
市
税
な
ど
を
納
期
限

ま
で
に
納
付
で
き
な
い
場
合
、
分
割
で
の
納
付

や
、
納
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、Ｆ
Ｐ（
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
プ
ラ
ン

ナ
ー
）
に
よ
る
生
活
改
善
型
納
税
相
談
も
実
施

し
て
い
ま
す
。

○
Ｆ
Ｐ
納
税
相
談（
予
約
制
）開
催
予
定
日

・
11
月
25
日（
月
）

・
令
和
２
年
２
月
24
日（
振
）

　
納
期
限
を
過
ぎ
る
と
、
納
付
日
ま
で
の
日
数

に
応
じ
延
滞
金
の
計
算
を
行
い
ま
す
。
計
算
の

結
果
、
千
円
を
超
え
る
と
支
払
い
の
必
要
が
生

じ
ま
す
。
利
率
は
年
に
よ
り
異
な
り
、
本
年
は

年
利
８.９
％
（
最
初
の
１
カ
月
は
２.６
％
）
で
す
。

（
例
）
３
万
円
の
税
金
を
納
期
限
か
ら
１
年
後
に

支
払
う
場
合
、
２
千
５００
円
の
延
滞
金
も
合

わ
せ
て
納
付
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
市
税
な
ど
の
納
付
に
は
、
安
全
・
確
実
・
便

利
な
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
令
和
２
年
度
か
ら
、
市
県
民
税
と
固
定

資
産
税
に
お
い
て
、
希
望
者
に
は
第
１
期
の
納

期
限
日
に
一
括
で
振
り
替
え
る
サ
ー
ビ
ス
（
全

期
前
納
）
を
開
始
し
ま
す
。

　
市
県
民
税
第
３
期

　
国
民
健
康
保
険
税
第
４
期

　
納
期
限
　
10
月
31
日
㈭

　
バ
ー
コ
ー
ド
が
付
い
て
い
る

　
納
付
書
は
コ
ン
ビ
ニ
で
も

　
納
め
ら
れ
ま
す
。

　税
負
担
の
公
平
性
や
、税
収
入
を
確
保
す
る
た
め
、本
市
を
は
じ
め
県
内

63
市
町
村
と
埼
玉
県
で
は「
ス
ト
ッ
プ
！
滞
納
」を
合
言
葉
に
徴
収
対
策
を

進
め
て
い
ま
す
。

　憲
法
第
30
条
に「
国
民
は
、法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、納
税
の
義

務
を
負
ふ
。」と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、税
金
は
私
た
ち
が
安
心
し

て
健
康
な
暮
ら
し
を
す
る
た
め
に
は
、必
要
不
可
欠
な
も
の
で
す
。

　多
く
の
市
民
の
か
た
が
納
期
内
に
税
金
を
納
付
し
て
い
る
中
で
、督
促

を
し
て
も
な
お
、納
付
し
な
い
か
た
に
対
し
て
は
、公
平
性
を
保
つ
た
め
、差

し
押
さ
え（
滞
納
処
分
）に
よ
り
強
制
的
に
徴
収
を
し
て
い
ま
す
。

埼
玉
県
と
県
内
63
市
町
村
の
合
言
葉

10月～12月は滞納整理強化期間

差
し
押
さ
え（
滞
納
処
分
）

納
税
が
困
難
な
と
き
は

ご
相
談
く
だ
さ
い

今
月
の
納
期

差し押さえ（滞納処分）の流れ
納税通知書発送
（納期限と税額の決定）

督促状・催告書発送

換価（債権取立・不動産公売）

電話によるお知らせ
納期限が過ぎても市税などの納付が確認できない
かたに対し、「川口市納税コールセンター」から電話
でお知らせします。

滞　　納
（納期限までに納付がない）

納期限を過ぎると、２０日以内に督促状を発送しま
す。さらに督促状の発送後にも納付がされない場合
は、催告書を発送します。

財産調査
勤務先、金融機関、生命保険会社、官公庁、取引先
などへ財産調査を行います。

差し押さえ（滞納処分）

納
め
忘
れ
の
お
知
ら
せ
に
は
、

書
類
の
作
成
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な

経
費
が
か
か
っ
て
い
ま
す
。

納
期
内
納
付
で
、
経
費
の
削
減

に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

延
滞
金
が
発
生
す
る
場
合

が
あ
り
ま
す


